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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
キャピラリー電気泳動法による試料の分析方法であって、
基板、導入槽、回収槽およびキャピラリー流路を含み、
前記キャピラリー流路は、試料分析用のキャピラリー流路を含み、
前記基板上に、前記導入槽と前記回収槽とが形成され、
前記導入槽と前記回収槽とが、前記試料分析用のキャピラリー流路で連通されているキャ
ピラリー電気泳動チップを用い、
前記導入槽に分析対象となる試料を導入する導入工程と、
前記試料分析用のキャピラリー流路が、試料導入用のキャピラリー流路をも兼ね、前記導
入槽と前記回収槽との間に電位差を生じさせて、電気泳動により、前記試料分析用のキャ
ピラリー流路に前記試料を直接導入し、前記試料分析用のキャピラリー流路において、前
記試料の分離中も前記試料が連続的に供給されている状態で前記試料の分析が行う分析工
程とを含み、
前記分析工程において、前記試料の分析を、前記電気泳動における経過時間と、前記試料
の吸光度との演算処理により行い、
前記吸光度の演算処理において、前記試料の差分処理によりフェログラムを作成し、前記
試料中の成分比率を求めることを特徴とする分析方法。
【請求項２】
前記キャピラリー流路に電気泳動液が充填されている請求項１記載の分析方法。
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【請求項３】
前記キャピラリー流路において、その径が、１０～２００μｍの範囲であり、その長さが
、０．５～１５ｃｍの範囲である請求項１または２記載の分析方法。
【請求項４】
前記試料が全血であり、
前記電気泳動チップが、さらに、前記試料を溶血剤で溶血させ、且つ希釈するための前処
理槽を含み、前記前処理槽と前記導入槽とが連通されている請求項１から３のいずれか一
項に記載の分析方法。
【請求項５】
前記電気泳動チップにおいて、
前記試料分析用のキャピラリー流路の一端にグルコース分析部が形成され、
前記回収槽が、前記試料分析用のキャピラリー流路の他端に形成され、
前記導入槽が、前記グルコース分析部と前記回収槽との間に形成され、
前記グルコース分析部と前記導入槽、および前記導入槽と前記回収槽とが、前記試料分析
用のキャピラリー流路で連通されている請求項１から４のいずれか一項に記載の分析方法
。
【請求項６】
前記基板が、上基板と下基板とを含み、
前記上基板には、２つの貫通孔が形成されており、
前記下基板上には、溝が形成され、
前記下基板上に前記上基板が積層されており、
前記上基板に形成された２つの貫通孔の底部が、前記下基板で封止されることで形成され
る空間が、それぞれ、前記導入槽および前記回収槽となり、
前記下基板上に形成された溝の上部が、前記上基板で封止されることで形成される空間が
前記試料分析用のキャピラリー流路となる請求項１から５のいずれか一項に記載の分析方
法。
【請求項７】
前記基板上に、２つの凹部および溝が形成され、
前記基板表面が、前記２つの凹部に対応した位置に穴のあいたシール材でシールされ、
前記基板上に形成された２つの凹部が、前記導入槽および前記回収槽となり、
前記基板上に形成された溝の上部が、前記シール材で封止されることで形成される空間が
前記試料分析用のキャピラリー流路となる請求項１から５のいずれか一項に記載の分析方
法。
【請求項８】
前記電気泳動チップが、さらに、シール材を含み、
前記基板には、２つの貫通孔が形成されており、
前記基板の底面には、溝が形成され、
前記基板の底面が、前記シール材でシールされ、
前記基板に形成された２つの貫通孔の底部が、前記シール材で封止されることで形成され
る空間が前記導入槽および前記回収槽となり、
前記基板の底面に形成された溝の下部が、前記シール材で封止されることで形成される空
間が前記試料分析用のキャピラリー流路となる請求項１から５のいずれか一項に記載の分
析方法。
【請求項９】
前記基板とは別の部材であるキャピラリー管で前記導入槽および前記回収槽が連通され、
前記キャピラリー管が前記試料分析用のキャピラリー流路となる請求項１から８のいずれ
か一項に記載の分析方法。
【請求項１０】
前記導入槽および前記回収槽の容積が、それぞれ、１～１０００ｍｍ３の範囲である請求
項１から９のいずれか一項に記載の分析方法。
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【請求項１１】
前記導入槽および前記回収槽が、それぞれ、キャピラリー電気泳動法用の電極を有する請
求項１から１０のいずれか一項に記載の分析方法。
【請求項１２】
前記導入工程において、前記導入槽に、前記試料を電気泳動液で希釈した希釈試料を導入
し、前記試料：前記電気泳動液（体積比）が、１：４～１：９９の範囲である請求項１か
ら１１のいずれか一項に記載の分析方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電気泳動チップ、電気泳動装置およびキャピラリー電気泳動法による試料の
分析方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　生体の状態を示す指標として、各種タンパク質の糖化率が分析されている。中でも、血
球中のヘモグロビン（Ｈｂ）の糖化率、特にＨｂＡ１ｃは、生体内血糖値の過去の履歴を
反映していることから、糖尿病の診断や治療などにおける重要な指標とされている。Ｈｂ
Ａ１ｃは、ＨｂＡ（α２β２）のβ鎖Ｎ末端のバリンが糖化したものである。
【０００３】
　ＨｂＡ１ｃは、例えば、免疫法、酵素法、高速液体クロマトグラフィー（ＨＰＬＣ）法
等により分析されている。一般に、免疫法および酵素法は、多量の検体を処理し、分析す
る場合に用いられているが、合併症のリスクを判断するには精度が低い。これに対し、Ｈ
ＰＬＣ法は、処理能力では免疫法および酵素法に劣るが、合併症のリスク判断において有
用である。しかし、ＨＰＬＣ法では、構造上、分析装置が非常に大型で高価である。
【０００４】
　一方、生体関連試料全般の分析において、電気泳動チップが用いられている（例えば、
特許文献１および２参照）。このような電気泳動チップによれば、ＨＰＬＣ法と比較して
、分析装置の小型化が可能である。
【０００５】
　従来の電気泳動チップは、試料導入用と試料分析用の２本のキャピラリー流路を有する
。前記２本のキャピラリー流路は、十字状に交差しており、前記交差部分で連通されてい
る。この電気泳動チップを用いた試料の分析は、つぎのようにして実施される。まず、前
記試料導入用のキャピラリー流路に測定対象となる試料を導入する。ついで、前記試料導
入用のキャピラリー流路の両端に電位差を生じさせ、前記交差部分まで前記試料を移動さ
せる。つぎに、前記試料分析用のキャピラリー流路の両端に電位差を生じさせ、前記交差
部分から前記試料分析用のキャピラリー流路内に前記試料を移動させ、ここで、前記試料
の分析を行う。
【０００６】
　前記交差部分で連通されている十字状のキャピラリー流路を有する電気泳動チップには
、つぎのような問題がある。まず、キャピラリー流路の構成が煩雑である。また、前記２
本のキャピラリー流路の両端に電位差を生じさせるための電圧印加装置を、別個に用意す
る必要がある。これらのため、前記電気泳動チップには、チップの小型化および簡略化に
限界があった。また、電圧印加対象を前記試料導入用のキャピラリー流路から前記試料分
析用のキャピラリー流路に切り替える際に、電圧（電位差）の制御がうまくいかないと、
試料の拡散状態を制御しきれないおそれがある。そのような場合、前記試料分析用のキャ
ピラリー流路への試料導入量が不正確となるおそれがある。さらに、前記試料内に含まれ
る各成分の移動速度に大きな差があると、前記試料導入用のキャピラリー流路内における
各部分の組成が原試料と異なる場合がある。その結果、前記試料分析用のキャピラリー流
路に導入される試料の組成が不正確となるおそれがある。これを防ぐために、前記試料分
析用のキャピラリー流路内に導入される試料プラグを長くすると、前記試料分析用のキャ
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ピラリー流路内部における分離能に問題が生じる場合がある。
【０００７】
【特許文献１】特許第２７９００６７号公報
【特許文献２】特許第３６５６１６５号公報
【発明の開示】
【０００８】
　そこで、本発明は、チップの小型化および簡略化が可能で、且つ、試料を高精度に分析
可能な電気泳動チップを提供することを目的とする。
【０００９】
　前記目的を達成するために、本発明の電気泳動チップは、
基板、導入槽、回収槽およびキャピラリー流路を含む電気泳動チップであって、
前記キャピラリー流路は、試料分析用のキャピラリー流路を含み、
前記基板上に、前記導入槽と前記回収槽とが形成され、
前記導入槽と前記回収槽とが、前記試料分析用のキャピラリー流路で連通され、
前記導入槽に測定対象となる試料が導入され、
前記試料分析用のキャピラリー流路が、試料導入用のキャピラリー流路をも兼ね、
前記導入槽と前記回収槽との間に電位差を生じさせることで、電気泳動により、前記試料
分析用のキャピラリー流路に前記試料が直接導入され、前記試料分析用キャピラリー流路
において、前記試料の分離中も前記試料が連続的に供給されている状態で前記試料の分析
が行われることを特徴とする。
【００１０】
　本発明の電気泳動装置は、電気泳動チップと分析部とを含む電気泳動装置であって、前
記電気泳動チップが、前記本発明の電気泳動チップであることを特徴とする。
【００１１】
　本発明のキャピラリー電気泳動法による試料の分析方法は、前記本発明の電気泳動チッ
プまたは前記本発明の電気泳動装置を用い、
前記導入槽に前記試料を導入する導入工程と、
前記導入槽と前記回収槽との間に電位差を生じさせて、電気泳動により、前記試料分析用
のキャピラリー流路に前記試料を直接導入し、前記試料分析用キャピラリー流路において
、前記試料の分離中も前記試料が連続的に供給されている状態で前記試料の分析を行う分
析工程とを含むことを特徴とする。
【００１２】
　本発明の電気泳動チップは、導入槽と回収槽とが基板上に形成され、前記導入槽と前記
回収槽とが、試料分析用のキャピラリー流路で連通されたチップである。本発明の電気泳
動チップにおいては、前記導入槽と前記回収槽との間に電位差を生じさせることで、電気
泳動により、前記試料分析用のキャピラリー流路に前記試料が直接導入され、前記試料分
析用のキャピラリー流路において、前記試料の分析が行われる。すなわち、本発明の電気
泳動チップでは、前記試料分析用のキャピラリー流路が、従来の電気泳動チップにおける
試料導入用のキャピラリー流路をも兼ねている。このため、本発明の電気泳動チップによ
れば、チップの小型化および簡略化が可能となり、且つ、試料を高精度に分析可能である
。また、本発明の電気泳動チップによれば、試料分析用のキャピラリー流路に試料を連続
的に供給することができるため、比較的多量の試料を分析（検出）することとなり、感度
の面でも有利である。したがって、本発明の電気泳動チップによれば、例えば、ＰＯＣ（
Ｐｏｉｎｔ　Ｏｆ　Ｃａｒｅ）検査での試料の精密分析が可能となり、合併症のリスク管
理も可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】図１は、本発明の電気泳動チップの一例の構成を示す図である。
【図２】図２は、本発明の電気泳動チップの製造工程の一例を示す工程図である。
【図３】図３は、本発明の電気泳動チップの製造工程のその他の例を示す工程図である。
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【図４】図４は、本発明の電気泳動チップのその他の例の構成を示す図である。
【図５】図５は、本発明の電気泳動装置の一例の構成を示す断面図である。
【図６】図６は、本発明の電気泳動チップのさらにその他の例の構成を示す図である。
【図７】図７は、本発明の電気泳動チップのさらにその他の例の構成を示す図である。
【図８】図８は、本発明の電気泳動チップのさらにその他の例の構成を示す図である。
【図９】図９は、本発明の電気泳動チップのさらにその他の例の構成を示す図である。
【図１０】図１０は、本発明の電気泳動装置のその他の例の構成を示す図である。
【図１１】図１１は、本発明の電気泳動チップのさらにその他の例の構成を示す図である
。
【図１２】図１２は、本発明の電気泳動チップのさらにその他の例の構成を示す図である
。
【図１３】図１３は、本発明の電気泳動チップのさらにその他の例の構成を示す図である
。
【図１４】図１４は、実施例の分析結果を示すグラフである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　本発明の電気泳動チップにおいて、チップ全体の最大長さは、例えば、１０～２００ｍ
ｍの範囲であり、好ましくは、３０～７０ｍｍの範囲であり、チップ全体の最大幅は、例
えば、１０～６０ｍｍの範囲であり、チップ全体の最大厚みは、例えば、０．３～５ｍｍ
の範囲である。なお、前記チップ全体の最大長さとは、前記チップの長手方向の最長部の
長さであり、前記チップ全体の最大幅とは、前記チップの前記長手方向とは垂直な方向（
幅方向）の最長部の長さであり、前記チップ全体の最大厚みとは、前記チップの前記長手
方向および前記幅方向の両方に垂直な方向（厚み方向）の最長部の長さである。
【００１５】
　本発明の電気泳動チップにおいて、前記キャピラリー流路に電気泳動液が充填されてい
ることが好ましい。
【００１６】
　本発明の電気泳動チップでは、前記キャピラリー流路において、その径は、例えば、１
０～２００μｍの範囲であり、好ましくは、２５～１００μｍの範囲であり、その長さは
、例えば、０．５～１５ｃｍの範囲である。なお、前記キャピラリー流路の径とは、前記
キャピラリー流路の断面形状が円でない場合には、断面積が最も大きい部分のその断面積
に対応する面積の円の直径をいう。
【００１７】
　本発明の電気泳動チップにおいて、前記キャピラリー流路の内壁を、陽極性基含有化合
物により被覆してもよい。前記陽極性基含有化合物としては、例えば、前記陽極性基およ
び反応基を含む化合物である。前記陽極性基としては、アミノ基、アンモニウム基が好ま
しい。前記陽極性基含有化合物として好ましいのは、アミノ基およびアンモニウム基の少
なくとも一方を有するシリル化剤である。前記アミノ基は、一級、二級、三級のいずれで
あってもよい。
【００１８】
　前記シリル化剤としては、Ｎ－（２－ジアミノエチル）－３－プロピルトリメトキシシ
ラン、アミノフェノキシジメチルビニルシラン、３－アミノプロピルジイソプロピルエト
キシシラン、３－アミノプロピルメチルビス（トリメチルシロキシ）シラン、３－アミノ
プロピルペンタメチルジシロキサン、３－アミノプロピルシラントリオール、ビス（Ｐ－
アミノフェノキシ）ジメチルシラン、１，３－ビス（３－アミノプロピル）テトラメチル
ジシロキサン、ビス（ジメチルアミノ）ジメチルシラン、ビス（ジメチルアミノ）ビニル
メチルシラン、ビス（２－ヒドロキシエチル）－３－アミノプロピルトリエトキシシラン
、３－シアノプロピル（ジイソプロピル）ジメチルアミノシラン、（アミノエチルアミノ
メチル）フェネチルトリメトキシシラン、Ｎ－メチルアミノプロピルトリエトキシシラン
、テトラキス（ジエチルアミノ）シラン、トリス（ジメチルアミノ）クロロシラン、トリ
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ス（ジメチルアミノ）シラン等があげられる。
【００１９】
　前記シリル化剤において、ケイ素原子をチタン若しくはジルコニウムに置換したものを
用いてもよい。前記シリル化剤は、一種類を単独で使用してもよいし、二種類以上を併用
してもよい。
【００２０】
　前記シリル化剤を用いた前記キャピラリー流路の内壁の被覆は、例えば、つぎのように
して実施する。まず、シリル化剤を有機溶媒に溶解若しくは分散させて処理液を調製する
。前記処理液の調製に使用する前記有機溶媒としては、例えば、ジクロロメタン、トルエ
ン等が使用できる。前記処理液のシリル化剤の濃度は、特に制限されない。この処理液を
、前記キャピラリー流路に通液し、加熱する。この加熱によって、前記シリル化剤が前記
キャピラリー流路の内壁に共有結合で結合し、その結果、陽極性基が前記キャピラリー流
路の内壁に配置されることになる。その後、有機溶媒（ジクロロメタン、メタノール、ア
セトン等）、酸性溶液（リン酸等）、アルカリ性溶液および界面活性剤溶液の少なくとも
一つで洗浄（後処理）する。なお、この洗浄は任意であるが、実施することが好ましい。
また、後述のように、前記基板とは別の部材であるキャピラリー管が、前記キャピラリー
流路となる場合には、市販の前記シリル化剤を用いて内壁が前記陽極性基含有化合物によ
り被覆されたキャピラリー管を用いてもよい。
【００２１】
　前記陽極性基含有化合物により被覆された前記キャピラリー流路の内壁には、さらに、
陰極性基含有化合物から形成された陰極性層が積層されていることが好ましい。これによ
り、後述の試料中のヘモグロビン等が、前記キャピラリー流路の内壁に吸着するのを防止
できる。また、前記試料と前記陰極性基含有化合物とが複合体を形成し、これが電気泳動
するため、試料単独で電気泳動するよりも分離効率が高くなる。これらの結果、より短時
間で、より高精度に糖化ヘモグロビン等の分析を実施できる。前記試料と複合体を形成す
る前記陰極性基含有化合物としては、陰極性基含有多糖類が好ましい。前記陰極性基含有
多糖類としては、例えば、硫酸化多糖類、カルボン酸化多糖類、スルホン酸化多糖類およ
びリン酸化多糖類があり、このなかで、硫酸化多糖類およびカルボン酸化多糖類が好まし
い。前記硫酸化多糖類としては、コンドロイチン硫酸、ヘパリン等が好ましく、より好ま
しくは、コンドロイチン硫酸である。前記カルボン酸化多糖類としては、アルギン酸また
はその塩（例えば、アルギン酸ナトリウム）が好ましい。コンドロイチン硫酸は、Ａ、Ｂ
、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｈ、Ｋの七種類があり、いずれを用いてもよい。前記陰極性層は、例えば
、前記陰極性基含有化合物を含む液を前記陽極性基含有化合物により被覆された前記キャ
ピラリー流路の内壁に接触させることにより、形成することができる。この場合、陰極性
層を形成するための液を別途調製してもよいが、操作効率の面から、陰極性基含有化合物
を含む電気泳動液を調製し、これを、内壁が前記陽極性基含有化合物により被覆された前
記キャピラリー流路に通液することが好ましい。
【００２２】
　前記電気泳動液は、特に制限されないが、有機酸を用いた電気泳動液が好ましい。前記
有機酸は、例えば、マレイン酸、酒石酸、コハク酸、フマル酸、フタル酸、マロン酸、リ
ンゴ酸等がある。また、前記電気泳動液は、弱塩基を含むことが好ましい。前記弱塩基と
しては、例えば、アルギニン、リジン、ヒスチジン、トリス等がある。前記電気泳動液の
ｐＨは、例えば、ｐＨ４．５～６の範囲である。前記電気泳動液において、前記陰極性基
含有化合物の濃度は、例えば、０．００１～１０重量％の範囲である。
【００２３】
　本発明の電気泳動チップにおいては、前記試料が全血であり、
さらに、前記試料を溶血させ、且つ希釈するための前処理槽を含み、前記前処理槽と前記
導入槽とが連通されていてもよい。
【００２４】
　本発明の電気泳動チップにおいて、前記試料が、糖化ヘモグロビンおよびグルコースの
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少なくとも一方を含むことが好ましい。前記糖化ヘモグロビンとしては、特に制限されな
いが、例えば、ＨｂＡ１ｃ、不安定型ＨｂＡ１ｃ、ＧＨｂＬｙｓ等が挙げられ、ＨｂＡ１
ｃが特に好ましい。
【００２５】
　本発明の電気泳動チップにおいて、前記試料分析用のキャピラリー流路の一端にグルコ
ース分析部が形成され、
前記回収槽が、前記試料分析用のキャピラリー流路の他端に形成され、
前記導入槽が、前記グルコース分析部と前記回収槽との間に形成され、
前記グルコース分析部と前記導入槽、および前記導入槽と前記回収槽とが、前記試料分析
用のキャピラリー流路で連通されていてもよい。
【００２６】
　本発明の電気泳動チップにおいて、前記基板が、上基板と下基板とを含み、
前記上基板には、２つの貫通孔が形成されており、
前記下基板上には、溝が形成されており、
前記下基板上に前記上基板が積層され、
前記上基板に形成された２つの貫通孔の底部が、前記下基板で封止されることで形成され
る空間が前記導入槽および前記回収槽となり、
前記下基板上に形成された溝の上部が、前記上基板で封止されることで形成される空間が
前記試料分析用のキャピラリー流路となっていてもよい。
【００２７】
　本発明の電気泳動チップにおいて、さらに、シール材を含み、
前記基板には、２つの貫通孔が形成されており、
前記基板の底面には、溝が形成され、
前記基板の底面が、前記シール材でシールされ、
前記基板に形成された２つの貫通孔の底部が、前記シール材で封止されることで形成され
る空間が前記導入槽および前記回収槽となり、
前記基板の底面に形成された溝の下部が、前記シール材で封止されることで形成される空
間が前記試料分析用のキャピラリー流路となっていてもよい。
【００２８】
　本発明の電気泳動チップにおいて、前記基板とは別の部材であるキャピラリー管で前記
導入槽および前記回収槽が連通され、前記キャピラリー管が前記試料分析用のキャピラリ
ー流路となってもよい。前記キャピラリー管の材質は、特に制限されない。前記キャピラ
リー管の材質としては、例えば、ガラス、溶融シリカ、プラスチック等が挙げられる。前
記ガラス製および前記溶融シリカ製のキャピラリー管は、市販品を用いてもよい。前記プ
ラスチック製のキャピラリー管も、市販品を使用してもよく、例えば、ポリメチルメタク
リレート（ＰＭＭＡ）、ポリカーボネート、ポリスチレン、ポリテトラフルオロエチレン
（ＰＴＦＥ）、ポリエーテルエーテルケトン（ＰＥＥＫ）等から形成されたキャピラリー
管が挙げられる。
【００２９】
　本発明の電気泳動チップにおいて、前記導入槽および前記回収槽の容積は、特に制限さ
れないが、例えば、それぞれ、１～１０００ｍｍ３の範囲であり、好ましくは、５０～１
００ｍｍ３の範囲である。
【００３０】
　本発明の電気泳動チップにおいて、前記導入槽および前記回収槽は、それぞれ、キャピ
ラリー電気泳動法用の電極を有してもよい。
【００３１】
　本発明のキャピラリー電気泳動法による試料の分析方法では、前記導入工程において、
前記導入槽に、前記試料を電気泳動液で希釈した希釈試料を導入し、前記試料：前記電気
泳動液（体積比）が、１：４～１：９９の範囲であることが好ましい。前記試料：前記電
気泳動液（体積比）は、より好ましくは、１：９～１：４９の範囲であり、さらに好まし
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くは、１：１９～１：２９の範囲である。
【００３２】
　本発明のキャピラリー電気泳動法による試料の分析方法では、前記分析工程において、
前記試料の分析を、例えば、前記試料の吸光度の演算処理により行ってもよい。この場合
において、前記吸光度の演算処理が、微分処理および差分処理の少なくとも一方の処理で
あり、前記処理によりフェログラムを作成し、前記フェログラムのピークの高さおよびピ
ークの面積の少なくとも一方を求めることで、前記試料中の成分比率を求めることが好ま
しい。
【００３３】
　つぎに、本発明の電気泳動チップについて例を挙げて説明する。ただし、本発明は、下
記の例に制限されるものではない。
【００３４】
（実施態様１）
　図１に、本発明の電気泳動チップの一例を示す。図１（Ａ）は、この例の電気泳動チッ
プの平面図であり、図１（Ｂ）は、図１（Ａ）のＩ－Ｉに見た断面図である。また、同図
において、分かりやすくするために、各構成要素の大きさや比率等は、実際と異なってい
る。図示のように、この電気泳動チップは、下基板１上に上基板４が積層されて、構成さ
れている。前記上基板４には、２つの貫通孔が形成されている。前記上基板４に形成され
た２つの貫通孔の底部が、前記下基板１で封止されることで、導入槽２ａおよび回収槽２
ｂが形成されている。前記下基板１上には、Ｉ字状の溝が形成されている。前記下基板１
上に形成されたＩ字状の溝の上部が、前記上基板４で封止されることで、試料分析用のキ
ャピラリー流路３ｘが形成されている。前記導入槽２ａと前記回収槽２ｂとは、前記試料
分析用のキャピラリー流路３ｘで連通されている。なお、この例の電気泳動チップは、直
方体状である。ただし、本発明は、これに限定されない。本発明のキャピラリー電気泳動
チップは、後述の試料の分析に支障をきたさなければ、いかなる形状であってもよい。ま
た、この例の電気泳動チップの平面形状は、長方形である。ただし、本発明は、これに限
定されない。本発明の電気泳動チップの平面形状は、例えば、正方形やその他の形状であ
ってもよい。そして、この例の電気泳動チップは、２枚の基板（上基板４および下基板１
）を含む。ただし、本発明の電気泳動チップは、これに限定されない。本発明の電気泳動
チップは、例えば、後述のように、１枚の基板で構成されてもよい。
【００３５】
　つぎに、この例の電気泳動チップの製造方法について説明する。ただし、前記電気泳動
チップは、下記の製造方法以外の方法で製造されてもよい。
【００３６】
　この例の電気泳動チップにおいては、前記下基板１として、例えば、ガラス、ポリマー
材料等から形成されたものが使用できる。前記ガラス材料としては、例えば、合成石英ガ
ラス、ホウケイ酸ガラス等が挙げられる。前記ポリマー材料としては、例えば、ＰＭＭＡ
、シクロオレフィンポリマー（ＣＯＰ）、ポリカーボネート（ＰＣ）、ポリジメチルシロ
キサン（ＰＤＭＳ）、ポリスチレン、ポリ乳酸等が挙げられる。
【００３７】
　この例の電気泳動チップにおいては、前記下基板１の長さおよび幅が、前記チップ全体
の最大長さおよび最大幅となる。したがって、前記下基板１の長さおよび幅は、前記チッ
プ全体の最大長さおよび最大幅と同様にすればよい。この例の電気泳動チップにおける前
記下基板１の厚みは、例えば、０．１～３ｍｍの範囲であり、好ましくは、０．１～１ｍ
ｍの範囲である。
【００３８】
　前記上基板４の材質は、後述の吸光度測定に支障のないものであれば、特に制限されな
い。前記上基板４としては、例えば、前記下基板１と同様の材質から形成されたものが使
用できる。
【００３９】
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　前記上基板４の長さおよび幅は、前記下基板１の長さおよび幅と同様である。前記上基
板４の厚みは、前記導入槽２ａおよび前記回収槽２ｂの容積等に応じて適宜に決定される
が、例えば、０．１～３ｍｍの範囲であり、好ましくは、１～２ｍｍの範囲である。
【００４０】
　前記試料分析用のキャピラリー流路３ｘの幅および深さは、例えば、その幅が、２５～
２００μｍの範囲、その深さが、２５～２００μｍの範囲であり、好ましくは、その幅が
、４０～１００μｍの範囲、その深さが、４０～１００μｍの範囲である。
【００４１】
　前記導入槽２ａおよび前記回収槽２ｂの容積は、前述のとおりである。図１においては
、前記導入槽２ａおよび前記回収槽２ｂの形状は、円柱状である。ただし、本発明の電気
泳動チップは、これに限定されない。本発明の電気泳動チップにおいて、前記導入槽２ａ
および前記回収槽２ｂの形状は、後述の試料の導入および回収に支障がないものであれば
特に制限されず、例えば、四角柱状、四角錐状、円錐状、これらを組み合わせた形状等、
任意の形状とすることができる。また、前記導入槽２ａおよび前記回収槽２ｂの容積およ
び形状は、全て同じであってもよいし、それぞれ異なってもよい。
【００４２】
　この例の電気泳動チップにおいて、前記チップ全体の最大厚みは、前記下基板１および
前記上基板４の厚みの合計となる。前記チップ全体の最大厚みは、前述のとおりである。
【００４３】
　例えば、前記下基板１の材質が前記ガラスである場合には、前記電気泳動チップは、例
えば、つぎのようにして製造することができる。
【００４４】
　まず、図２（Ａ）に示すように、ガラス板２０表面を、クロムと金との合金２１により
マスクする。その後、前記合金２１の表面を、フォトレジスト２２によりコーティングす
る。
【００４５】
　つぎに、図２（Ｂ）に示すように、前記フォトレジスト２２表面に、前記試料分析用の
キャピラリー流路３ｘのレイアウトパターンをデザインした感光フィルムを密着させ、フ
ォトマスク２３を作製する。ついで、前記フォトマスク２３の上から紫外線２４を照射す
ることで露光する。
【００４６】
　前記露光により、図２（Ｃ）に示すように、露光部分の前記フォトレジスト２２を可溶
化させて、前記レイアウトパターンを、前記合金２１上に形成（転写）する。
【００４７】
　つぎに、図２（Ｄ）に示すように、露出した前記合金２１を王水で除去する。
【００４８】
　つぎに、図２（Ｅ）に示すように、前記ガラス板２０上にフッ化水素で前記レイアウト
パターンをエッチングする。
【００４９】
　つぎに、図２（Ｆ）に示すように、前記フォトレジスト２２および前記合金２１を除去
することで、前記下基板１を得る。
【００５０】
　つぎに、前記上基板４を作製する（図示せず）。前記上基板４への前記２つの貫通孔の
形成方法は、特に制限されない。例えば、前記上基板４の材質が前記ガラスの場合、前記
形成方法としては、例えば、超音波加工等が挙げられる。例えば、前記上基板４の材質が
前記ポリマー材料の場合、前記形成方法としては、例えば、金型を用いた射出成型、注入
成型、プレス成型等の成型法や切削加工法等が挙げられる。前記２つの貫通孔は、それぞ
れ別個に形成してもよいし、同時に形成してもよい。前記２つの貫通孔を別個に形成する
場合には、どちらを先に形成してもよい。前記金型を用いた方法等により、前記２つの貫
通孔を同時に形成することが、工程が少なくてすみ、好ましい。
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【００５１】
　最後に、前記下基板１と前記上基板４とを積層することで、この例の電気泳動チップを
製造することができる。なお、前記下基板１と前記上基板４との積層方法は、特に制限さ
れないが、例えば、加熱による溶着が好ましい。なお、図２は、図１（Ｂ）に示した断面
における製造工程を示している。
【００５２】
　例えば、前記下基板１の材質が前記ポリマー材料である場合には、前記電気泳動チップ
は、例えば、つぎのようにして製造することができる。
【００５３】
　まず、図３（Ａ）に示すように、シリコン板３１表面を、フォトレジスト３２によりコ
ーティングする。
【００５４】
　つぎに、図３（Ｂ）に示すように、前記フォトレジスト３２表面に、前記試料分析用の
キャピラリー流路３ｘのレイアウトパターンをデザインした感光フィルムを密着させ、フ
ォトマスク３３を作成する。ついで、前記フォトマスク３３の上から紫外線３４を照射す
ることで露光する。
【００５５】
　前記露光により、図３（Ｃ）に示すように、露光部分の前記フォトレジスト３２を可溶
化させて、前記レイアウトパターンを、前記シリコン板３１上に形成（転写）する。
【００５６】
　つぎに、図３（Ｄ）に示すように、前記シリコン板３１上に前記レイアウトパターンを
エッチングし、元型３５を作製する。前記エッチングとしては、例えば、ドライエッチン
グ、異方性エッチング等が挙げられる。前記エッチングは、前記試料分析用のキャピラリ
ー流路３ｘの寸法精度や表面平滑性の観点から、ドライエッチングであることが好ましい
。
【００５７】
　つぎに、図３（Ｅ）に示すように、前記元型３５に対し金属ニッケル電鋳を行い、射出
成型用金型３６を作製する。
【００５８】
　つぎに、図３（Ｆ）に示すように、前記射出成型用金型３６を用いて、前記ポリマー材
料からなる下基板１を射出成型により作製する。
【００５９】
　つぎに、前記上基板４を作製する（図示せず）。前記上基板４の作製方法は、前記下基
板１の材質が前記ガラスの場合と同様である。
【００６０】
　最後に、前記下基板１と前記上基板４とを積層することで、この例の電気泳動チップを
製造することができる。前記下基板１と前記上基板４との積層方法は、前記下基板１の材
質が前記ガラスの場合と同様である。なお、図３は、図１（Ｂ）に示した断面における製
造工程を示している。
【００６１】
　前述のとおり、前記導入槽２ａおよび前記回収槽２ｂは、それぞれ、キャピラリー電気
泳動法用の電極を有してもよい。図４に、前記キャピラリー電気泳動法用の電極を有する
この例の電気泳動チップを示す。同図において、図１と同一部分には、同一符号を付して
いる。図示のように、この電気泳動チップにおいては、前記導入槽２ａおよび前記回収槽
２ｂが、それぞれ、キャピラリー電気泳動法用の電極６ａおよび６ｂを有する。前記キャ
ピラリー電気泳動法用の電極６ａおよび６ｂは、前記上基板４に埋め込まれている。前記
キャピラリー電気泳動法用の電極６ａおよび６ｂは、例えば、前記上基板４の製造時に、
前記キャピラリー電気泳動法用の電極６ａおよび６ｂの導入孔を前記上基板４側面に形成
しておくことで、容易に配置することができる。なお、本発明の電気泳動チップにおいて
、前記キャピラリー電気泳動法用の電極は、任意の構成部材である。前記キャピラリー電
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気泳動法用の電極は、例えば、前記電気泳動チップの使用時に、前記導入槽２ａおよび前
記回収槽２ｂに挿入してもよい。
【００６２】
　前記キャピラリー電気泳動法用の電極６ａおよび６ｂは、電気泳動法に使用可能なもの
であればどのようなものでもよい。前記キャピラリー電気泳動法用の電極６ａおよび６ｂ
は、例えば、それぞれ、ステンレス鋼（ＳＵＳ）製電極、白金（Ｐｔ）電極、金（Ａｕ）
電極等である。
【００６３】
　図５に、この例の電気泳動チップを含む電気泳動装置の一例を示す。同図において、図
１および図４と同一部分には、同一符号を付している。図示のように、この電気泳動装置
は、分析部７を含む。前記分析部７は、前記試料分析用のキャピラリー流路３ｘ上部にお
ける前記導入槽２ａと前記回収槽２ｂとの間に位置するように、前記上基板４上に配置さ
れている。前記分析部７は、光源および検出部を内蔵する。前記分析部７は、前記光源か
ら試料に向けて光を発し、試料からの反射光を前記検出部で検出することで、吸光度を測
定する。前記分析部７は、後述の試料の分析を行えるものであれば、いかなるものであっ
てもよい。例えば、前記分析部７は、前記電気泳動チップの下方に配置された光源と、前
記分析部７の配置箇所に対応する位置に配置された検出部とで構成されていてもよい。こ
の場合には、前記光源から試料に向けて光を発し、試料からの透過光を前記検出部で検出
することで、吸光度を測定する。
【００６４】
　本発明の電気泳動装置（電気泳動チップ）においては、キャピラリー電気泳動法とは別
の方法で、前記試料中のグルコースの分析を行ってもよい。前記グルコースの分析方法は
、制限されず、従来公知の方法が採用できる。具定例として、例えば、前記グルコースを
基質として酸化還元反応を行い、前記酸化還元反応の分析により、前記グルコースを分析
する方法がある。この方法の場合、本発明の電気泳動装置（電気泳動チップ）が、さらに
、後述するようなグルコース分析用試薬を含むことが好ましい。本発明の電気泳動装置（
電気泳動チップ）が、さらに、前記グルコース分析用試薬を含む場合、前記グルコース分
析用試薬は、例えば、前記導入槽、前記回収槽および後述の前処理槽の少なくとも一つの
槽に含まれてもよい。また、本発明の電気泳動装置（電気泳動チップ）は、さらに、試薬
槽を含み、前記試薬槽に前記グルコース分析用試薬が含まれてもよい。この場合、前記試
薬槽は、例えば、前記導入槽、前記回収槽および後述の前処理槽の少なくとも一つの槽と
連通されていることが好ましい。
【００６５】
　つぎに、前記グルコース分析用試薬の具体例について、前記試薬に対応する前記グルコ
ースの分析方法とあわせて説明する。ただし、本発明は、これに限定されない。
【００６６】
　まず、前記グルコース分析用試薬としては、例えば、グルコースオキシダーゼ、ペルオ
キシダーゼおよび発色基質を含む試薬があげられる。前記発色基質としては、例えば、酸
化により発色する基質が好ましく、例えば、Ｎ－（カルボキシメチルアミノカルボニル）
－４，４’－ビス（ジメチルアミノ）ジフェニルアミンナトリウム（商品名ＤＡ－６４、
和光純薬工業社製）、１０－（カルボキシメチルアミノカルボニル）－３，７－ビス（ジ
メチルアミノ）フェノチアジンまたはその塩（例えば、商品名ＤＡ－６７、和光純薬社製
）、Ｎ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’，Ｎ’’，Ｎ’’－ヘキサ（３－スルホプロピル）－４，４’，
４’’－トリアミノトリフェニルメタンヘキサナトリウム塩（例えば、商品名ＴＰＭ－Ｐ
Ｓ、同仁化学社製）、Ｎ－（カルボキシメチルアミノカルボニル）－４，４’－ビス（ジ
メチルアミノ）ジフェニルアミンナトリウム、オルトフェニレンジアミン（ＯＰＤ）、ト
リンダー試薬と４－アミノアンチピリンとを組み合わせた基質等があげられる。前記トリ
ンダー試薬としては、例えば、フェノール、フェノール誘導体、アニリン誘導体、ナフト
ール、ナフトール誘導体、ナフチルアミン、ナフチルアミン誘導体等があげられる。また
、４－アミノアンチピリンの他に、アミノアンチピリン誘導体、バニリンジアミンスルホ
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ン酸、メチルベンズチアゾリノンヒドラゾン（ＭＢＴＨ）、スルホン化メチルベンズチア
ゾリノンヒドラゾン（ＳＭＢＴＨ）等が使用できる。このようなグルコース分析用試薬を
用いた場合、例えば、つぎのようにして前記グルコースを分析できる。すなわち、まず、
前記グルコース（基質）にグルコースオキシダーゼを作用させて、グルコラクトンおよび
過酸化水素を発生させる。そして、発生した前記過酸化水素と前記発色基質とを基質とす
る、ペルオキシダーゼの触媒反応（酸化還元反応）によって、前記発色基質が酸化され、
発色を呈する。この発色程度は、前記過酸化水素の量に対応し、前記過酸化水素の量は、
前記グルコースの量に対応することから、前記発色を測定することによって、間接的に前
記グルコースを定量できる。
【００６７】
　また、前記グルコース分析用試薬としては、例えば、酸化還元酵素およびエレクトロク
ロミック物質を含む試薬もあげられる。前記エレクトロクロミック物質としては、例えば
、電子の授受によって色調が変化するものであれば特に制限されない。具体例としては、
例えば、ビオロゲン、ビオロゲン誘導体等があげられる。前記ビオロゲン誘導体としては
、例えば、ジフェニルビオロゲン、ジニトロフェニルビオロゲン等があげられる。これら
の中でも、好ましくは、ジニトロフェニルビオロゲンである。なお、これらのエレクトロ
クロミック物質は、市販品を用いてもよいし、従来公知の方法に従って調製することもで
きる。前記酸化還元酵素としては、例えば、グルコースオキシダーゼ（ＧＯＤ）、グルコ
ースデヒドロゲナーゼ等があげられる。このようなグルコース分析用試薬を用いた場合、
例えば、つぎのようにして前記グルコースを分析できる。すなわち、前記エレクトロクロ
ミック物質の存在下で、前記グルコースに前記酸化還元酵素を作用させる。この酵素反応
（酸化還元反応）により、前記グルコースから電子が遊離する。そして、遊離した前記電
子が前記エレクトロクロミック物質に伝達されることにより、前記エレクトロクロミック
物質の色調が変化する。この色調変化は、前記グルコースの量に対応することから、前記
エレクトロクロミック物質の色調変化を測定することによって、間接的に前記グルコース
を定量できる。
【００６８】
　さらに、前記グルコース分析用試薬としては、例えば、酸化還元酵素およびメディエー
タ機能を有するテトラゾリウム塩を含む試薬もあげられる。前記酸化還元酵素としては、
例えば、前記エレクトロクロミック物質を含む前記試薬に使用した酵素と同様のものがあ
げられる。前記テトラゾリウム塩としては、例えば、ニトロフェニル基、チアゾリル基お
よびベンゾチアゾリル基の少なくとも一つの基を有するものが好ましい。前記テトラゾリ
ウム塩としては、例えば、３－（４，５－Ｄｉｍｅｔｈｙｌ－２－ｔｈｉａｚｏｌｙｌ）
－２，５－ｄｉｐｈｅｎｙｌ－２Ｈ－ｔｅｔｒａｚｏｌｉｕｍ　ｂｒｏｍｉｄｅ（ＭＴＴ
）、２－（４－Ｉｏｄｏｐｈｅｎｙｌ）－３－（４－ｎｉｔｒｏｐｈｅｎｙｌ）－５－ｐ
ｈｅｎｙｌ－２Ｈ－ｔｅｔｒａｚｏｌｉｕｍ　ｃｈｌｏｒｉｄｅ（ＩＮＴ）、３，３’－
［３，３’－Ｄｉｍｅｔｈｏｘｙ－（１，１’－ｂｉｐｈｅｎｙｌ）－４，４’－ｄｉｙ
ｌ］－ｂｉｓ［２－（４－ｎｉｔｒｏｐｈｅｎｙｌ）－５－ｐｈｅｎｙｌ－２Ｈ－ｔｅｔ
ｒａｚｏｌｉｕｍ　ｃｈｌｏｒｉｄｅ］（Ｎｉｔｒｏ－ＴＢ）、２－（４－Ｉｏｄｏｐｈ
ｅｎｙｌ）－３－（４－ｎｉｔｒｏｐｈｅｎｙｌ）－５－（２，４－ｄｉｓｕｌｆｏｐｈ
ｅｎｙｌ）－２Ｈ－ｔｅｔｒａｚｏｌｉｕｍ，ｍｏｎｏｓｏｄｉｕｍ　ｓａｌｔ（ＷＳＴ
－１）、２－（４－Ｉｏｄｏｐｈｅｎｙｌ）－３－（２，４－ｄｉｎｉｔｒｏｐｈｅｎｙ
ｌ）－５－（２，４－ｄｉｓｕｌｆｏｐｈｅｎｙｌ）－２Ｈ－ｔｅｔｒａｚｏｌｉｕｍ，
ｍｏｎｏｓｏｄｉｕｍ　ｓａｌｔ（ＷＳＴ－３）、２－ｂｅｎｚｏｔｈｉａｚｏｌｙｌ－
３－（４－ｃａｒｂｏｘｙ－２－ｍｅｔｈｏｘｙｐｈｅｎｙｌ）－５－［４－（２－ｓｕ
ｌｆｏｅｔｈｙｌｃａｒｂａｍｏｙｌ）ｐｈｅｎｙｌ］－２Ｈ－ｔｅｔｒａｚｏｌｉｕｍ
（ＷＳＴ－４）、２，２’－ｄｉｂｅｎｚｏｔｈｉａｚｏｌｙｌ－５，５’－ｂｉｓ［４
－ｄｉ（２－ｓｕｌｆｏｐｈｅｎｙｌ）ｃａｒｂａｍｏｙｌｐｈｅｎｙｌ］－３，３’－
（３，３’－ｄｉｍｅｔｈｏｘｙ－４，４’－ｂｉｐｈｅｎｙｌｅｎｅ）ｄｉｔｅｔｒａ
ｚｏｌｉｕｍ　ｄｉｓｏｄｉｕｍ　ｓａｌｔ（ＷＳＴ－５）、２－（２－Ｍｅｔｈｏｘｙ
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－４－ｎｉｔｒｏｐｈｅｎｙｌ）－３－（４－ｎｉｔｒｏｐｈｅｎｙｌ）－５－（２，４
－ｄｉｓｕｌｆｏｐｈｅｎｙｌ）－２Ｈ－ｔｅｔｒａｚｏｌｉｕｍ，ｍｏｎｏｓｏｄｉｕ
ｍ　ｓａｌｔ（ＷＳＴ－８）、２，３－Ｂｉｓ（４－ｎｉｔｒｏｐｈｅｎｙｌ）－５－ｐ
ｈｅｎｙｌｔｅｔｒａｚｏｌｉｕｍ　Ｃｈｌｏｒｉｄｅ、２－（２－Ｂｅｎｚｏｔｈｉａ
ｚｏｌｙｌ）－３，５－ｄｏｐｈｅｎｙｌｔｅｔｒａｚｏｌｉｕｍ　Ｂｒｏｍｉｄｅ、２
－（２－Ｂｅｎｚｏｔｈｉａｚｏｌｙｌ）－３－（４－ｎｉｔｒｏｐｈｅｎｙｌ）－５－
ｐｈｅｎｙｌｔｅｔｒａｚｏｌｉｕｍ　Ｂｒｏｍｉｄｅ、２，３－Ｄｉ（４－ｎｉｔｒｏ
ｐｈｅｎｙｌ）ｔｅｔｒａｚｏｌｉｕｍ　Ｐｅｒｃｈｌｏｒａｔｅ、３－（３－Ｎｉｔｒ
ｏｐｈｅｎｙｌ）－５－ｍｅｔｈｙｌ－２－ｐｈｅｎｙｌｔｅｔｒａｚｏｌｉｕｍ　Ｃｈ
ｌｏｒｉｄｅ、３－（４－Ｎｉｔｒｏｐｈｅｎｙｌ）－５－ｍｅｔｈｙｌ－２－ｐｈｅｎ
ｙｌｔｅｔｒａｚｏｌｉｕｍ　Ｃｈｌｏｒｉｄｅ等がある。このようなグルコース分析用
試薬を用いた場合、例えば、つぎのようにして前記グルコースを分析できる。すなわち、
前記テトラゾリウム塩の存在下で、前記グルコースに酸化還元酵素を作用させる。この酵
素反応（酸化還元反応）により、前記グルコースから電子が遊離する。そして、遊離した
前記電子が前記テトラゾリウム化合物に伝達されることにより、前記テトラゾリウム化合
物が発色する。この発色程度は、前記グルコースの量に対応することから、前記発色の程
度を測定することによって、間接的に前記グルコースを定量できる。
【００６９】
　前記グルコースと前記グルコース分析用試薬との反応を測定する手段も、特に限定され
ず、適宜な光学的測定機器を用いることができる。前記光学的測定機器は、本発明の電気
泳動装置（電気泳動チップ）の一部であってもよいし、外部の機器であってもよい。前記
光学的測定機器は、特に限定されないが、例えば、分光光度計、フォトセンサー、ＵＶス
ペクトロメータ、ＬＥＤを組み込んだ光学的測定機器等を用いることができる。また、本
発明の電気泳動装置（電気泳動チップ）において、前述のようなグルコース分析用試薬は
、例えば、複数の成分（例えば、酵素や基質）が混合された状態で配置されてもよいし、
各成分が別個独立に配置されてもよい。
【００７０】
　また、本発明において、前記グルコースの分析方法は、前述のような、前記酸化還元反
応に伴って生じる発色の検出の他に、例えば、電極法であってもよい。前記電極法の場合
、本発明の電気泳動装置（電気泳動チップ）は、例えば、さらに、電極法用の電極（陰極
および陽極）およびグルコース分析用試薬を含み、前記電極法用の電極および前記グルコ
ース分析用試薬は、前記導入槽、前記回収槽および後述の前処理槽の少なくとも一つの槽
の内部に位置するように配置されていることが好ましい。このような電気泳動装置（電気
泳動チップ）においては、例えば、前記電極法用の電極および前記グルコース分析用試薬
を用いて、電極法により前記グルコースを分析することができる。前記電極法用の電極お
よび前記グルコース分析用試薬は、例えば、前記導入槽および後述の前処理槽の少なくと
も一方の内部に位置するように配置されていることが、より好ましい。なお、本発明の電
気泳動チップにおいて、前記電極法用の電極は、任意の構成部材である。前記電極法用の
電極は、例えば、前記電気泳動チップの使用時に、前記導入槽、前記回収槽および後述の
前処理槽の少なくとも一つの槽の内部に挿入してもよい。また、前記電極法用の電極は、
例えば、本発明の電気泳動装置の構成部材であってもよい。このような電極法に使用でき
る前記グルコース分析用試薬の具体例を、以下に示す。ただし、本発明は、これに限定さ
れない。
【００７１】
　前記電極法に使用できる前記グルコース分析用試薬としては、例えば、酸化還元酵素お
よび電子受容体を含む試薬があげられる。前記酸化還元酵素としては、例えば、前記エレ
クトロクロミック物質を含む前記試薬に使用した酵素と同様のものがあげられる。前記電
子受容体としては、例えば、フェリシアン化カリウム、ｐ－ベンゾキノン、フェナジンメ
トサルフェート、インドフェノールおよびその誘導体、β－ナフトキノン－４－スルホン
酸カリウム、メチレンブルー、フェロセンおよびその誘導体、オスニウム錯体、ルテニウ
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ム錯体、ＮＡＤ＋、ＮＡＤＰ＋、ピロロキノン（ＰＱＱ）等が使用できる。このようなグ
ルコース分析用試薬を用いた場合、例えば、つぎのようにして前記グルコースを分析でき
る。すなわち、前記酸化還元酵素の触媒反応により、前記グルコースが酸化され、同時に
、前記電子受容体が還元される。そして、前記還元された電子受容体を電気化学的手法に
より再酸化する。この再酸化により得られる酸化電流値が、前記グルコース量に対応する
ことから、前記電流を測定することによって、間接的に前記グルコースを定量できる。前
記電極法用の電極としては、特に限定されないが、例えば、金電極、カーボン電極、銀電
極等があげられる。前記電極法用の電極の形態も、特に限定されないが、例えば、膜状の
電極表面にＧＯＤ酵素膜を固定化した電極（グルコース電極膜）であってもよい。
【００７２】
　つぎに、図５に示した電気泳動装置を使用した場合を例に、本発明における試料の分析
方法について説明する。
【００７３】
　まず、前記試料分析用のキャピラリー流路３ｘに、電気泳動液を、圧力または毛細管作
用によって充填する。前記電気泳動液は、前述のとおりである。
【００７４】
　なお、電気泳動装置非使用時（非分析時）において、前記キャピラリー流路にあらかじ
め電気泳動液が充填されていれば、前述の電気泳動液充填工程を省略し、ただちに以下の
工程に移ることが可能であるため好ましい。
【００７５】
　つぎに、前記導入槽２ａに分析対象となる試料を導入する。このとき、前記試料：電気
泳動液（体積比）が、１：４～１：９９の範囲となるように希釈された希釈試料が導入さ
れることが好ましい。ただし、前記体積比は、これに限定されない。ついで、前記キャピ
ラリー電気泳動法用の電極６ａおよび前記キャピラリー電気泳動法用の電極６ｂに電圧を
印加して、前記試料分析用のキャピラリー流路３ｘの両端に電位差を生じさせる。これに
より、前記導入槽２ａから前記回収槽２ｂまで前記試料を徐々に移動させる。前記試料と
しては、例えば、全血、全血を溶血処理した溶血試料、遠心分離血液、自然沈降血液等が
挙げられる。前記溶血処理としては、例えば、超音波処理、凍結解凍処理、加圧処理、浸
透圧処理、界面活性剤処理等が挙げられる。前記溶血処理は、例えば、前記電気泳動装置
（電気泳動チップ）が後述する前処理槽を有する場合には、前記前処理槽で行ってもよい
。また、別の装置等によりあらかじめ溶血処理を行った試料を、前記電気泳動装置（電気
泳動チップ）に導入してもよい。前記試料は、例えば、水、生理食塩水、緩衝液等により
、適宜希釈されたものであってもよい。前記希釈は、例えば、前記電気泳動装置（電気泳
動チップ）が後述する前処理槽を有する場合は、前記前処理槽で行ってもよい。また、別
の装置等によりあらかじめ希釈処理を行った希釈試料を、前記電気泳動装置（電気泳動チ
ップ）に導入してもよい。
【００７６】
　前記キャピラリー電気泳動法用の電極６ａと前記キャピラリー電気泳動法用の電極６ｂ
との間の電位差は、例えば、０．５～５ｋＶの範囲である。
【００７７】
　つぎに、前記分析部７により、前記試料分析用のキャピラリー流路３ｘの両端に対する
電圧印加開始時からの経過時間と吸光度との関係を測定する。ここで、前記試料中の移動
速度の速い成分に対応した吸光度ピークは、前記電圧印加開始時からの経過時間が短い時
点に現れる。一方、前記試料中の移動速度が遅い成分に対応した吸光度ピークは、電圧印
加開始時からの経過時間が長い時点に現れる。これにより、前記試料中の各成分の分析（
分離測定）が可能である。さらに、測定された前記吸光度を演算処理（例えば、微分処理
、差分処理等）することによりフェログラムを作成し、前記フェログラムのピークの高さ
またはピークの面積を計算して前記試料中の成分比率を求めたり、前記試料の分離状態を
確認することもできる。本発明によれば、前記試料中の成分（例えば、前記試料中の糖化
ヘモグロビンと他の成分）を、高精度で分析（分離測定）可能である。
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【００７８】
　この例の電気泳動装置（電気泳動チップ）が、例えば、前述の電極法により前記グルコ
ースを分析する場合、前記グルコースの分析は、例えば、つぎのような測定機器（図示せ
ず）を用いて行われる。前記測定機器は、電源および電流計を含む。まず、前記電極法用
の電極（陰極および陽極）を、前記電源に接続し、前記電極法用の電極と前記電源との間
に前記電流計を配置する。つぎに、前記電極法用の電極に電圧を印加する。その後、前記
試料が、前記電極法用の電極および前記グルコース分析用試薬が配置された槽に到達した
際の前記酸化電流値を測定する。最後に、前記酸化電流値をもとに、前記グルコースの定
量を行う。前記測定機器は、本発明の電気泳動装置（電気泳動チップ）の一部であっても
よいし、外部の機器であってもよい。
【００７９】
　この例の電気泳動装置（電気泳動チップ）が、例えば、前述の酸化還元反応に伴って発
色する試薬を用いた方法により前記グルコースを分析する場合、前記グルコースの分析は
、例えば、前記光学的測定機器を用いた手段により行われる。具体的には、前記試料が、
前記試薬が配置された槽に到達した際の前記試薬の発色（色調変化）を測定し、前記発色
（色調変化）の程度から、前記グルコースの定量を行う。
【００８０】
　なお、本発明の電気泳動装置（電気泳動チップ）において、例えば、まず、前記グルコ
ースを分析（検出）し、検出された前記グルコースの量等に応じ、前記糖化ヘモグロビン
の分析を実施するか中止するかの判断を行ってもよい。このようにすれば、糖尿病合併症
の診断等をさらに効率的に行うことができる。前記糖化ヘモグロビンの分析を実施するか
中止するかの判断は、例えば、糖尿病診断（病型分類）のフローチャートに従って行って
もよい。そのような判断は、例えば、外部に接続した電子計算機により自動的に行っても
よい。また、この場合、前記グルコースの分析結果と同時に、それにより判定された糖尿
病病型分類を同時に出力してもよい。
【００８１】
　また、この例の電気泳動装置（電気泳動チップ）を用いて、キャピラリー電気泳動法に
より、前記糖化ヘモグロビンと前記グルコースとを同時に分析することも可能である。こ
の場合においては、前記グルコースが、イオン性官能基を導入したグルコース誘導体であ
ることが、分析精度等の観点から好ましい。
【００８２】
（実施態様２）
　図６に、本発明の電気泳動チップのその他の例を示す。同図において、図１と同一部分
には、同一符号を付している。この例の電気泳動チップでは、基板１上に、２つの凹部お
よびＩ字状の溝が形成されている。前記基板（下基板）１の表面は、前記２つの凹部に対
応した位置に穴のあいたシール材（上基板）４でシールされている。前記基板（下基板）
１上に形成された２つの凹部は、導入槽２ａおよび回収槽２ｂとなっている。前記基板（
下基板）１上に形成されたＩ字状に溝の上部が、前記シール材（上基板）４で封止される
ことで、試料分析用のキャピラリー流路３ｘが形成されている。これらを除き、この例の
電気泳動チップは、図１に示した電気泳動チップと同様の構成である。
【００８３】
　この例の電気泳動チップは、例えば、つぎのようにして製造することができる。ただし
、前記電気泳動チップは、下記の製造方法以外の方法で製造されてもよい。
【００８４】
　前記基板（下基板）１としては、例えば、図１に示した電気泳動チップの下基板１と同
様の材質から形成されたものが使用できる。
【００８５】
　この例の電気泳動チップにおいては、前記基板（下基板）１の長さおよび幅が、前記チ
ップ全体の最大長さおよび最大幅となる。したがって、前記基板（下基板）１の長さおよ
び幅は、前記チップ全体の最大長さおよび最大幅と同様とすればよい。この例の電気泳動
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チップにおける前記基板（下基板）１の厚みは、例えば、０．１～３ｍｍの範囲であり、
好ましくは、１～２ｍｍの範囲である。
【００８６】
　前記シール材（上基板）４の材質も、特に制限されず、例えば、図１に示した電気泳動
チップの下基板１と同様の材質から形成されたものが使用できる。
【００８７】
　前記シール材（上基板）４の長さおよび幅は、前記下基板１の長さおよび幅と同様であ
る。前記シール材（上基板）４の厚みは、例えば、５０～１０００μｍの範囲であり、好
ましくは、１００～３００μｍの範囲である。
【００８８】
　前記シール材（上基板）４としては、例えば、前記２つの凹部（前記導入槽２ａおよび
前記回収槽２ｂ）に対応する位置に穴をあけた市販のシール材を用いてもよい。
【００８９】
　この例の電気泳動チップにおいて、前記チップ全体の最大厚みは、前記基板（下基板）
１および前記シール材（上基板）４の厚みの合計となる。前記チップ全体の最大厚みは、
前述のとおりである。
【００９０】
　この例の電気泳動チップの製造工程の一例を、下記に示す。ただし、前記電気泳動チッ
プは、下記の製造工程以外の工程で製造されてもよい。
【００９１】
　まず、前記基板（下基板）１を作製する。前記基板（下基板）１への前記試料分析用の
キャピラリー流路３ｘの形成方法は、特に制限されず、例えば、前記実施態様１と同様に
して形成すればよい。前記基板（下基板）１への前記導入槽２ａおよび前記回収槽２ｂの
形成方法も、特に制限されない。例えば、前記基板（下基板）1の材質が前記ガラスの場
合、前記形成方法としては、例えば、超音波加工等が挙げられる。例えば、前記基板（下
基板）1の材質が前記ポリマー材料の場合、前記形成方法としては、例えば、金型を用い
た射出成型、注入成型、プレス成型等の成型法や切削加工法等が挙げられる。前記導入槽
２ａおよび前記回収槽２ｂは、それぞれ別個に形成してもよいし、同時に形成してもよい
。前記導入槽２ａおよび前記回収槽２ｂを別個に形成する場合には、どちらを先に形成し
てもよい。前記金型を用いた方法等により、前記導入槽２ａおよび前記回収槽２ｂを同時
に形成することが、工程が少なくてすみ、好ましい。
【００９２】
　つぎに、前記２つの凹部（前記導入槽２ａおよび前記回収槽２ｂ）に対応する位置に穴
をあけたシール材（上基板）４で前記基板（下基板）１の表面をシールすることで、この
例の電気泳動チップを作製できる。
【００９３】
　この例の電気泳動チップの構成は、図６の構成に限定されない。例えば、図４等と同様
に、複数の電極を有していてもよいし、後述の前処理槽等を適宜有していてもよい。この
例の電気泳動チップを用いた電気泳動装置の構成も、特に限定されず、例えば、図５の電
気泳動装置と同様の検出器を有していてもよい。さらに、前記電気泳動装置を使用した前
記試料の分析方法も、特に限定されず、例えば、図５に示した電気泳動装置を使用した場
合と同様の方法で実施できる。
【００９４】
（実施態様３）
　図７に、本発明の電気泳動チップのさらにその他の例を示す。同図において、図１と同
一部分には、同一符号を付している。この例の電気泳動チップでは、基板（上基板）４に
、２つの貫通孔が形成されている。前記基板（上基板）４の底面には、Ｉ字状の溝が形成
されている。前記基板（上基板）４の底面は、シール材（下基板）１でシールされている
。前記基板（上基板）４に形成された２つの貫通孔の底部が、前記シール材（下基板）１
で封止されることで、導入槽２ａおよび回収槽２ｂが形成されている。前記基板（上基板



(17) JP 5559967 B2 2014.7.23

10

20

30

40

50

）に形成されたＩ字状の溝の下部が、前記シール材で封止されることで、試料分析用のキ
ャピラリー流路３ｘが形成されている。これらを除き、この例の電気泳動チップは、図１
に示した電気泳動チップと同様の構成である。
【００９５】
　この例の電気泳動チップは、例えば、つぎのようにして製造することができる。ただし
、前記電気泳動チップは、下記の製造方法以外の方法で製造されてもよい。
【００９６】
　前記基板（上基板）４としては、例えば、図１に示した電気泳動チップの下基板１と同
様の材質から形成されたものが使用できる。
【００９７】
　この例の電気泳動チップにおいては、前記基板（上基板）４の長さおよび幅が、前記チ
ップ全体の最大長さおよび最大幅となる。したがって、前記基板（上基板）４の長さおよ
び幅は、前記チップ全体の最大長さおよび最大幅と同様とすればよい。この例の電気泳動
チップにおける前記基板（上基板）４の厚みは、例えば、０．１～３ｍｍの範囲であり、
好ましくは、１～２ｍｍの範囲である。
【００９８】
　前記シール材（下基板）１の材質も、特に制限されず、例えば、図１に示した電気泳動
チップの下基板１と同様の材質から形成されたものが使用できる。
【００９９】
　前記シール材（下基板）１の長さおよび幅は、前記基板（上基板）４の長さおよび幅と
同様である。前記シール材（上基板）４の厚みは、例えば、５０～１０００μｍの範囲で
あり、好ましくは、１００～３００μｍの範囲である。
【０１００】
　前記シール材（下基板）１としては、例えば、市販のシール材を用いてもよい。
【０１０１】
　この例の電気泳動チップにおいて、前記チップ全体の最大厚みは、前記基板（上基板）
４および前記シール材（下基板）１の厚みの合計となる。前記チップ全体の最大厚みは、
前述のとおりである。
【０１０２】
　この例の電気泳動チップの製造工程の一例を、下記に示す。ただし、前記電気泳動チッ
プは、下記の製造工程以外の工程で製造されてもよい。
【０１０３】
　まず、前記基板（上基板）４を作製する。前記基板（上基板）４への前記試料分析用の
キャピラリー流路３ｘの形成方法は、特に制限されず、例えば、前記実施態様１と同様に
して形成すればよい。前記基板（上基板）４への前記２つの貫通孔の形成方法も、特に制
限されず、例えば、前記実施態様１と同様にして形成すればよい。
【０１０４】
　つぎに、シール材（下基板）１で前記基板（上基板）４の底面をシールすることで、こ
の例の電気泳動チップを作製できる。
【０１０５】
　この例の電気泳動チップの構成は、図７の構成に限定されない。例えば、図４等と同様
に、複数の電極を有していてもよいし、後述の前処理槽等を適宜有していてもよい。この
例の電気泳動チップを用いた電気泳動装置の構成も、特に限定されず、例えば、図５の電
気泳動装置と同様の検出器を有していてもよい。さらに、前記電気泳動装置を使用した前
記試料の分析方法も、特に限定されず、例えば、図５に示した電気泳動装置を使用した場
合と同様の方法で実施できる。
【０１０６】
（実施態様４）
　図８に、本発明の電気泳動チップのさらにその他の例を示す。同図において、図１と同
一部分には、同一符号を付している。この例の電気泳動チップでは、基板が１枚のみであ
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り、前記基板とは別の部材であるキャピラリー管で前記導入槽および前記回収槽が連通さ
れている。前記キャピラリー管は、前記試料分析用のキャピラリー流路３ｘとなっている
。前記導入槽２ａおよび前記回収槽２ｂは、それぞれ、前記基板１上に凹部として形成さ
れている。前記基板１は、前記導入槽２ａおよび前記回収槽２ｂより内側に直方体状の開
口部（窓）９を有する。前記キャピラリー管は、その両端部が、それぞれ、前記導入槽２
ａおよび前記回収槽２ｂの底面に位置するように、前記基板１中にはめ込まれている。前
記基板１には、前記キャピラリー管の両端部をはめ込むための空洞が設けられている（図
示せず）。これらを除き、この例の電気泳動チップは、図１に示した電気泳動チップと同
様の構成である。
【０１０７】
　この例の電気泳動チップは、例えば、つぎのようにして製造することができる。ただし
、前記電気泳動チップは、下記の製造方法以外の方法で製造されてもよい。
【０１０８】
　前記基板１としては、例えば、図１に示した電気泳動チップの下基板１と同様の材質か
ら形成されたものが使用できる。
【０１０９】
　この例の電気泳動チップにおいては、前記基板１の長さ、幅および厚みが、前記チップ
全体の最大長さ、最大幅および最大厚みとなる。したがって、前記基板１の長さ、幅およ
び厚みは、前記チップ全体の最大長さ、最大幅および最大厚みと同様とすればよい。
【０１１０】
　前記キャピラリー管の内径は、前記キャピラリー流路の径のとおりである。前記キャピ
ラリー管の長さは、前記キャピラリー流路の長さのとおりである。
【０１１１】
　この例の電気泳動チップの製造工程の一例を、下記に示す。ただし、前記電気泳動チッ
プは、下記の製造工程以外の工程で製造されてもよい。
【０１１２】
　まず、前記基板１を作製する。前記基板１への前記導入槽２ａ、前記回収槽２ｂおよび
前記開口部（窓）９の形成方法は、特に制限されず、例えば、図６に示した電気泳動チッ
プの導入槽２ａおよび回収槽２ｂと同様の方法で形成できる。前記導入槽２ａ、前記回収
槽２ｂおよび前記開口部（窓）９は、それぞれ別個に形成してもよいし、全てを同時に形
成してもよい。前記導入槽２ａ、前記回収槽２ｂおよび前記開口部（窓）９を別個に形成
する場合には、どの順序で形成してもよい。前記金型を用いた方法等により、前記導入槽
２ａ、前記回収槽２ｂおよび前記開口部（窓）９の全てを同時に形成することが、工程が
少なくてすみ、好ましい。
【０１１３】
　つぎに、前記キャピラリー管を、その両端部が、それぞれ、前記導入槽２ａおよび前記
回収槽２ｂの底面に位置するように、前記基板１中にはめ込む。このようにして、この例
の電気泳動装置を得ることができる。
【０１１４】
　図９に、キャピラリー電気泳動法用の電極を有するこの例の電気泳動チップを示す。同
図において、図４と同一部分には、同一符号を付している。図示のように、この電気泳動
チップでは、前記キャピラリー電気泳動法用の電極６ａおよび６ｂは、前記基板１に埋め
込まれている。これを除き、この例の電気泳動チップは、図４に示した電気泳動チップと
同様の構成である。前記キャピラリー電気泳動法用の電極６ａおよび６ｂは、例えば、前
記基板１の製造時に、前記キャピラリー電気泳動法用の電極６ａおよび６ｂの導入孔を前
記基板１の側面に形成しておくことで、容易に配置することができる。
【０１１５】
　図１０に、この例の電気泳動チップを含む電気泳動装置の一例を示す。同図において、
図５と同一部分には、同一符号を付している。図示のように、この電気泳動装置では、分
析部７が、前記キャピラリー管上に直接配置されている。これを除き、この例の電気泳動
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装置は、図５に示した電気泳動装置と同様の構成である。この例の電気泳動装置を使用し
た前記試料の分析も、図５に示した電気泳動装置を使用した場合と同様の方法で実施でき
る。
【０１１６】
（実施態様５）
　図１１に、本発明の電気泳動チップのさらにその他の例を示す。同図において、図１と
同一部分には、同一符号を付している。図示のように、この電気泳動チップは、導入槽２
ａの近くに、前記試料の前処理を行う前処理槽１００を有する。前記前処理槽１００は、
前記試料分析用のキャピラリー流路３ｘとは別の流路３ｗにより、前記導入槽２ａと連通
されている。これら以外は、この例の電気泳動チップの構成は、図１の電気泳動チップと
同様である。さらに、この例の電気泳動チップの構成は、これに限定されない。例えば、
前記電気泳動チップは、図８の電気泳動チップと同様に１枚の基板のみから構成されてい
てもよい。また、前記前処理槽１００を有し、且つ、前記電極法により前記グルコースを
分析する場合は、例えば、前記導入槽２ａおよび前記回収槽２ｂの少なくとも一方の槽（
例えば、前記導入槽２ａ）に加え、またはそれに代えて、前記前処理槽１００が、前記電
極法用の電極（陰極および陽極）および前記グルコース分析用試薬を含んでいてもよい。
【０１１７】
　この例の電気泳動チップの製造方法も、特に限定されず、例えば、前記実施態様１～４
において説明した製造方法と同様でもよい。この例の電気泳動チップを用いた電気泳動装
置の構成も、特に限定されず、例えば、図５または１０の電気泳動装置と同様の検出器を
有していてもよい。
【０１１８】
　この例の電気泳動装置を用いた分析方法も特に制限されないが、例えば、以下のように
して行うことができる。すなわち、まず、前記試料を、前記前処理槽１００に導入する。
これにより前処理された前記試料は、前記前処理槽１００と前記導入槽２ａとを結ぶ流路
３ｗにより、前記導入槽２ａへと導入される。なお、前記前処理槽１００においては、前
記試料が溶血され、且つ希釈される。前記試料の溶血処理は、特に制限されないが、例え
ば、前記試料を溶血剤で溶血させる処理であってもよい。前記溶血剤は、例えば、後述の
試料中の血球成分の血球膜を破壊する。前記溶血剤としては、例えば、前記電気泳動液、
サポニン、ナカライテスク（株）製の商品名「Ｔｒｉｔｏｎ　Ｘ－１００」等が挙げられ
、特に好ましくは、前記電気泳動液である。前記前処理槽１００および前記導入槽２ａ間
において、前記試料を移動させる方法も、特に制限されないが、例えば、各流路内の内圧
差、電位差等を利用して前記試料が移動するようにしてもよい。前記内圧差および前記電
位差等を生じさせる方法も、特に制限されないが、例えば、各流路の両端にポンプまたは
電圧印加手段を接続する方法でもよいし、マイクロバルブを用いる方法等でもよい。
【０１１９】
　つぎに、図５および図１０の電気泳動装置を用いた分析方法と同様に、前記試料分析用
のキャピラリー流路３ｘの両端に電位差を生じさせ、前記試料を前記導入槽２ａから前記
回収槽２ｂまで移動させ、この間に前記分析部７で前記試料を分析する。
【０１２０】
（実施態様６）
　図１２に、本発明の電気泳動チップのさらにその他の例を示す。同図において、図１１
と同一部分には、同一符号を付している。図示のように、この電気泳動チップは、前記前
処理槽１００の近くに、グルコース分析用試薬を含む試薬槽２００を有する。前記グルコ
ース分析用試薬は、前述の酸化還元反応に伴って発色する試薬を含むグルコース分析用試
薬と同様である。前記試薬槽２００は、前記試料分析用のキャピラリー流路３ｘとは別の
流路３ｖにより前記前処理槽１００と連通されている。前記試薬槽２００は、前記導入槽
２ａとは直接連通されていない。これ以外は、図１２の電気泳動チップの構成は、図１１
の電気泳動チップと同様である。
【０１２１】
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　この例の電気泳動チップの製造方法も、特に限定されず、例えば、前記実施態様１～４
において説明した製造方法と同様でもよい。この例の電気泳動チップを用いた電気泳動装
置の構成も、特に限定されず、例えば、図５または１０の電気泳動装置と同様の検出器を
有していてもよい。
【０１２２】
　この例の電気泳動装置を用いた分析方法も、特に制限されないが、例えば、前記試料が
、途中、前記前処理槽１００から前記試薬槽２００に移動し、前記試薬槽２００において
前記グルコースを分析すること以外は、図１１の電気泳動チップを用いた電気泳動装置と
同様にして行うことができる。
【０１２３】
（実施態様７）
　図１３に、本発明の電気泳動チップのさらにその他の例を示す。同図において、図１と
同一部分には、同一符号を付している。図示のように、この電気泳動チップは、前記試料
分析用のキャピラリー流路３ｘの一端にグルコース分析部３００を有する。前記回収槽２
ｂは、前記試料分析用のキャピラリー流路３ｘの他端に配置されている。前記導入槽２ａ
が、前記グルコース分析部３００と前記回収槽２ｂとの間に配置され、前記グルコース分
析部３００と前記導入槽２ａ、および前記導入槽２ａと前記回収槽２ｂとが、前記試料分
析用のキャピラリー流路３ｘで連通されている。前記試料分析用のキャピラリー流路３ｘ
における前記導入槽２ａと前記グルコース分析部３００との間の一部には、疎水領域４０
０が形成されている。前記グルコース分析部３００の構成は、特に制限されないが、例え
ば、前述の電極法用の電極（陰極および陽極）および前記グルコース分析用試薬、または
前述の酸化還元反応に伴って発色する試薬を含むグルコース分析用試薬を含んでいてもよ
い。これら以外は、この例の電気泳動チップの構成は、図１の電気泳動チップと同様であ
る。さらに、この例の電気泳動チップの構成は、これに限定されない。例えば、図８の電
気泳動チップと同様に１枚の基板のみから構成されていてもよい。
【０１２４】
　この例の電気泳動チップの製造方法も、特に限定されず、例えば、前記実施態様１～４
において説明した製造方法と同様でもよい。この例の電気泳動チップを用いた電気泳動装
置の構成も、特に限定されず、例えば、図５または１０の電気泳動装置と同様の検出器を
、前記試料分析用のキャピラリー流路３ｘ上における前記導入槽２ａと前記回収槽２ｂと
の間に有していてもよい。
【０１２５】
　この例の電気泳動装置を用いた分析方法も、特に制限されないが、例えば、以下のよう
にして行うことができる。すなわち、まず、前記試料を、前記導入槽２ａに導入する。前
記試料の導入方法は、特に限定されないが、例えば、ポンプ、マイクロバルブ等を用いる
ことができる。この試料は、前記グルコース分析部３００へ移動し、前記グルコース分析
部３００で前記グルコースを分析する。前記グルコースの分析方法は、特に制限されない
が、例えば、前記グルコース分析部３００の構成に応じて、前述の電極法、または酸化還
元反応に伴って発色する試薬の発色（色調変化）の測定等を適宜用いることができる。前
記導入槽２ａから前記グルコース分析部３００に前記試料を移動させる方法も、特に制限
されないが、例えば、各流路内の両端にポンプを接続して内圧差を生じさせる方法でもよ
いし、電圧の印加等による方法でもよい。そして、図５および図１０の電気泳動装置を用
いた分析方法と同様に、前記試料分析用のキャピラリー流路３ｘの両端に電位差を生じさ
せ、前記試料を前記導入槽２ａから前記回収槽２ｂまで移動させ、この間に、図５および
図１０の電気泳動装置と同様の測定部で前記試料を分析する。
【実施例】
【０１２６】
（実施例１）
　図１に示した電気泳動チップを、前述の方法により作製した。この電気泳動チップは、
ＰＭＭＡ製であり、長さ（前記試料分析用のキャピラリー流路３ｘに沿った方向の寸法）
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は７０ｍｍであり、幅は３０ｍｍであった。前記導入槽２ａ中心から前記回収槽２ｂ中心
までの距離は４６ｍｍであり、前記試料分析用のキャピラリー流路３ｘの長さ（全長）は
４０ｍｍであった。前記試料分析用のキャピラリー流路３ｘは、幅および深さが４０μｍ
の正方形であった。
【０１２７】
　つぎに、この電気泳動チップを用いて図５に示した電気泳動装置を構成し、それを用い
て、ＨｂＡ１ｃの分析を行った。すなわち、まず、試料分析用のキャピラリー流路３ｘに
、電気泳動液を、毛細管作用によって充填した。前記電気泳動液としては、１００ｍＭ　
ｆｕｍａｒｉｃ－Ａｒｇ＋０．８%ｃｈｏｎｄｒｏｉｔｉｎ　ｐＨ４．８を用いた。
【０１２８】
　つぎに、導入槽２ａに試料を導入した。前記試料としては、５ｍｇ／ｍＬ　Ｈｂ（Ｈｂ
Ａ１ｃ含有率１０．５質量％（市販のコントロール（ＢＭＬ社製））を用いた。ついで、
前記電極６ａに１ｋＶの電圧を印加し、前記電極６ｂには電圧を印加しないことで、前記
試料分析用のキャピラリー流路３ｘの両端に電位差を生じさせた。これにより、前記試料
８を、前記導入槽２ａから、前記回収槽２ｂ側に移動させた。このとき、前記分析部７に
より、前記試料分析用のキャピラリー流路３ｘの両端に対する電圧印加開始時からの経過
時間と吸光度との関係を測定した。なお、前記導入槽から前記分析部７までの部分におけ
る前記試料分析用のキャピラリー流路３ｘの長さ（分離長）は２０ｍｍであった。また、
分析部７の具体的な構造としては、前記試料分析用のキャピラリー流路３ｘの下からＬＥ
Ｄにより光照射し、フォトダイオードにより吸光度を測定した。
【０１２９】
（実施例２）
　図８に示した電気泳動チップを、前述の方法により作製した。この電気泳動チップは、
ＰＭＭＡ製であり、試料分析用のキャピラリー流路３ｘは、ガラス製のキャピラリー管を
埋め込んで作製した。この電気泳動チップの長さ（前記試料分析用のキャピラリー流路３
ｘに沿った方向の寸法）は７６ｍｍであり、幅は２６ｍｍであった。前記導入槽２ａ中心
から前記回収槽２ｂ中心までの距離は４６ｍｍであり、前記試料分析用のキャピラリー流
路３ｘの長さ（全長）は４０ｍｍであった。前記試料分析用のキャピラリー流路３ｘは、
内径が５０μｍの円形であった。
【０１３０】
　つぎに、この電気泳動チップを用いて図１０に示した電気泳動装置を構成し、それを用
いて、実施例１と同様の方法によりＨｂＡ１ｃの分析を行った。なお、前記導入槽から前
記分析部７までの部分における前記試料分析用のキャピラリー流路３ｘの長さ（分離長）
は２０ｍｍであった。
【０１３１】
　これら実施例１および２の結果を、図１４のグラフに併せて示す。同図において、（Ａ
）は実施例２の結果であり、（Ｂ）は実施例１の結果である。同図において、縦軸は、吸
光度（相対値ＡＵ）および傾斜であり、横軸は前記試料分析用のキャピラリー流路３ｘの
両端に対する電圧印加開始時からの経過時間である。同図において、破線で示した曲線は
、測定された吸光度を示し、実線は、前記吸光度を微分処理した後の傾斜値を示す。同図
において、「Ａ０」および「Ａ１ｃ」は、それぞれ、ＨｂＡ０およびＨｂＡ１ｃのピーク
を示す。図示のように、本実施例においては、試料中のＨｂＡ１ｃを、短時間でＨｂＡ０
と効率よく分離し、かつ精度よく検出することができた。
【産業上の利用可能性】
【０１３２】
　本発明の電気泳動チップは、チップの小型化および簡略化が可能で、且つ、高精度で試
料の分析が可能なものである。さらに、本発明の電気泳動チップは、構造が簡潔なため、
分析の簡略化および分析時間の短縮にもつながる。本発明の電気泳動チップは、例えば、
臨床検査、生化学検査、医学研究等の試料を分析する全ての分野に適用することができ、
その用途は限定されず、広い分野に適用可能である。
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